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                                       税理士法人イースリーパートナーズ 

〒569-0803 大阪府高槻市高槻町 14-13 丸西ビル 4F  TEL 072-686-5131 FAX 072-686-5090 

       E-mail info@e3-partners.com  URL http://www.e3-partners.com 

・ 新年のごあいさつ（一同） 

・ 電子申告で 5,000 円税額控除（柏田） 

・ 自宅を売却した場合の確定申告（田中） 

・ 平成 20 年度税制改正大綱＜速報＞（品川） 

新年新年新年新年のごあいさつのごあいさつのごあいさつのごあいさつ （一同） 
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 新年明けましておめでとうございます。イースリーパートナーズは今年も皆様と共に成長していけるよう頑

張ります！本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 年頭にあたり、全スタッフより一言づつごあいさつをさせていただきます。 

三原康則三原康則三原康則三原康則        おかげさまでまた新たな年を迎えることができました。イースリーパートナーズに関わる皆様の

ために事務所一丸となって突っ走ります。基本を忘れず目的を見失わず着実にこの一年過ごすこ

とを誓います！ 

猪子幸男猪子幸男猪子幸男猪子幸男        税理士法人としての組織拡大・充実のため、またお客様の利便性向上のため、２月から大阪（南

森町）にサテライト事務所を開設します！常に変革・進化を目指します。本年もよろしくお願い

します。 

関川哲矢関川哲矢関川哲矢関川哲矢        今年はお客様の繁栄・イースリーパートナーズの組織拡大のためにも、自身のレベルアップ・ス

キルアップをはかり、より多くのお客様により多くのサービスが提供できるよう頑張ります。本

年もイースリーパートナーズを応援宜しくお願い致します。    

柏田昌和柏田昌和柏田昌和柏田昌和        常に私自身強く意識してきた「お客様の問題解決に身を削って取り組む」姿勢については、今後

も引続き崩すことのないよう精進するとともに、今年は更に「問題を解決されたお客様が柏田を

宣伝してくれる」までの、信頼のおけるコンサルタントを目指します。 

田中宏彦田中宏彦田中宏彦田中宏彦        より一層のサービス精神をもって税務に限らず様々な分野のコンサルティングをすることをお

約束いたします。お客様と共に成長できる一年になることを願っております。本年も宜しくお願

い致します。 

大大大大黒麻美黒麻美黒麻美黒麻美        会計・税務に限らず経営全般に対してお客様が満足していただけるようなサービスがご提供でき

るよう、日々努力していきたいと思います。 

森照雄森照雄森照雄森照雄   時には熱く、時には冷静に、会社の成長のため社長と共に前進します。組織力を生かした専門ノ

ウハウと、第三者としての客観的な視点を上手く活用して頂ければと思います。 

上谷友香上谷友香上谷友香上谷友香  昨年末に無事税理士登録が完了し、今年は「税理士」として本格的に始動する 1 年となります。 

今年はさらに「プロ意識」を高め、皆様のお役に立てるよう日々精進していきたいと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

桑原一樹桑原一樹桑原一樹桑原一樹  昨年はおかげさまで沢山の方々に顔と名前を覚えていただきました。ありがとうございます。今

年は地に足をつけ、お客様の様々なニーズに応えられるよう日々邁進していきたいと思います。    

品川充洋品川充洋品川充洋品川充洋  今年も私どもイースリーパートナーズに関わる全ての皆様の利益になるよう、私個人も組織とし

てのイースリーパートナーズにも必要な知識をさらに集積し、皆様のお役に立てるよう頑張りた

いと思います。 
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電子申告電子申告電子申告電子申告でででで 5,0005,0005,0005,000 円円円円税額控除税額控除税額控除税額控除（柏田） 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

    

 

    

    

    

    

    

    

 平成 19 年分または平成 20 年分の所得税の確定申告に限定して、「電子証明書等特別控除」という制度が

適用されます。簡単に言うと、どちらか 1 回限り所得税の納税額から 5,000 円を減らしてもらえるというも

のです。税金が減ることは嬉しいことですが、この制度の利用には下記のポイントを確認しておかなければな

りません。 

  ①電子証明を事前に取得する必要があります。 

個人の納税者で最も知られている電子証明は、住民基本台帳カードに個人認証を付与するという形で

す。費用は各自治体によってそれぞれですが、カード＋認証で 1,000 円が相場です。 

②電子証明を読み取って電子署名を行う「カードリーダライタ」を買う必要があります。 

現在市販されているもので、3,000 円～10,000 円あたりが相場のようです。 

③電子申告の開始届を事前に行う必要があります。 

税務署に届出をすることで、申告に必要な識別番号や暗証番号が通知されます。 

④ご自身で申告しない場合は･･･ 

税理士等に電子申告の代理作成・送信を依頼する場合には、カードリーダライタを買う必要はありませ

ん。簡便な手続きという意味合いでは納税者ご本人の電子署名も省略できることになっているのです

が、実は 5,000 円控除の要件として「納税者本人の電子署名が必須」ということになっていますので、

やはり電子証明の取得はして頂くことになります。 

 

政府はかなりプッシュしながらも、電子申告制度がなかなか普及・浸透しない一番の原因は「面倒臭さ」だ

と思います。ただ別の視点から考えると、5,000 円控除のメリットというよりも、申告作成のために足を運

んだり郵送したりコピーしたりといった「時間の削減」には、やり方に慣れることで大いに寄与するのではな

いかなとも思います。 

みなさんはどう思われますか？ 手続き詳細は弊社スタッフにお尋ね下さい。 

※ブログを更新中。弊社 HP に是非お立ち寄りください！ http://www.e3-partners.com/ 

沢紀子沢紀子沢紀子沢紀子   公私共に実り多い 1 年になるよう、日々努力を重ねたいと思います。余裕を持って、いつも笑

顔で・・・お客様に喜んでいただける仕事がしたいです。 

池田晃子池田晃子池田晃子池田晃子  イースリーパートナーズに入社して 1 年が過ぎました。今年は、「最後まで諦めず！最後まで気

を抜かず！」粘り強く仕事をしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

大森友記子大森友記子大森友記子大森友記子 自分自身も成長させつつ、皆様の成長のお役に立てるよう頑張っていきたいと思いますので、ど

うぞ宜しくお願いいたします。 

熊本亜矢子熊本亜矢子熊本亜矢子熊本亜矢子 昨年 7 月に入社し、心機一転頑張るぞ！と思った矢先の妊娠で皆様にご迷惑をおかけしてしま

いました。今年も春から産休に入り、またまたご迷惑をおかけしますが年内復帰を目指して頑張

りますので、どうぞよろしくお願いします。 

本多桂子本多桂子本多桂子本多桂子  今年は色々なことに興味を持って公私共にパワーアップしたいと思っています。そしてお客様・

会社に少しでも貢献できればと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 

鈴木鈴木鈴木鈴木やちよやちよやちよやちよ イースリーパートナーズの一員となって初めての新年を迎えました。今年の抱負を一文字で表す

と「磨」です。皆様によりよいサービスが提供できるよう、自分を磨いていきたいと思いますの

で、本年もよろしくお願いします。 
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●自宅を売却して損が出た場合 

売却した自宅に係る住宅ローンが残っている方、又は、新たにローンを組んで買換えた方はその損失の金額

のうち、一定の金額を給与等の収入から差引いて税金を計算することができます。また、引ききれない損失が

ある場合には 3 年間繰り越して差引くことができます。 

つまり、損失損失損失損失にににに応応応応じてじてじてじて税金税金税金税金がががが還付還付還付還付されますされますされますされます。 

●自宅を売却して利益が出た場合 

自宅を売却して利益がでても、特例制度を利用すれば利益が 3,000 万円以下の場合には税金はかかりませ

ん。（利益が 3,000 万円を超える場合には、超えた額に対して課税されます） 

 

※これらの制度を適用するためには所定の内容を記載した確定申告書を提出する必要があります。 

前年中に自宅を売却された方は一度ご相談下さい。 

平成 20 年税制改正大綱が発表されました。今回はその中から影響が大きそうなものを簡単にご紹介します。   

改正の詳細は法案成立後にご紹介させていただきます。 

●相続税・贈与税（事業承継対策） 

 事業承継の際の相続税負担を軽減するため、非上場株式等に係る相続税の軽減措置を現行の１０％減額か

ら８０％納税猶予に大幅拡充するようです。納税猶予には条件があり、現段階では、5 年間の事業継続が条

件とされることになっています。事業継続は具体的には、「代表者であること」、「雇用の 8 割以上を維持」、

「相続した対象株式の継続保有」等の条件を満たすことになるようです。これらの条件を満たしているかを

経済産業大臣によるチェックが入ることになりそうです。「納税猶予」ですので、事業承継の条件を満たさな

い段階で納税が必要になる制度になると思われます。 

●法人税（減価償却制度の改正） 

 減価償却制度について、法定耐用年数区分が見直されるようです。従来減価償却資産の法定耐用年数は

390 区分ありましたが、これを 55 区分に大括り化します。耐用年数の決定について簡素化されることにな

りますが、耐用年数が現在の制度と比較して短くなる場合だけでなく、長くなる場合もありますので留意が

必要です。 

●所得税（上場株式等に係る譲渡の軽減税率の廃止） 

 上場株式に係る譲渡所得等の 10％軽減税率が廃止されます。平成 20 年 12 月 31 日をもって 10％軽減

税率（所得税 7％、住民税 3％）が廃止されます。平成 20 年 1 月 1 日以後は 20％（所得税 15％、住民

税 5％）となります。ただし、特例措置として平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの間、

その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち 500 万円以下の部分については 10％（所得税 7％、

住民税 3％）の軽減税率となります。 

 

今回の大綱としては、最初に挙げた「事業承継の際の非上場株式等の相続税の軽減措置」が大きく取り上げ

られるものになるでしょう。ただし、この制度は平成 21 年度改正で創設し、事業承継に関する新法（事業継

続円滑化法（仮称））の施行の日（平成 20 年 10 月予定）以降の相続に遡って適用となるようです。適用の時

期に気をつける必要がありそうですね。 


